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三
二

は
じ
め
に

　

從
來
の
後
漢
政
治
史
硏
究
で
は
、
後
漢
第
四
代
の
和
帝
（
劉
肈
、
在
位
：
八
八
～

一
〇
五
）
の
治
世
以
降
に
外
戚
が
「
輔
政
」
を
委
ね
ら
れ
て
專
權
を
振
る
い
皇
帝

權
力
の
弱
體
化
を
招
い
た
と
し
、
そ
の
主
た
る
要
因
を
外
戚
が
皇
太
后
に
よ
る
臨

朝
稱
制
に
依
據
し
て
國
政
に
參
與
し
た
點
に
求
め
て
き
た（

１
）。

こ
れ
は
、
皇
太
后
が

幼
少
の
皇
帝
を
後
見
し
て
臨
朝
し
た
こ
と
を
、
外
戚
の
權
力
の
淵
源
と
し
て
重
視

す
る
見
方
で
あ
る
。
近
年
、
下
倉
涉
氏
も
外
戚
が
政
權
を
掌
握
し
た
要
因
に
つ
い

て
、
皇
太
后
が
臨
朝
す
る
に
あ
た
り
、
皇
帝
個
人
に
奉
仕
す
る
「
供
養
」
を
擔
う

諸
官
（
少
府
に
「
文
屬
」
す
る
諸
官
）
と
、
宮
城
の
「
宿
衞
」
を
職
掌
と
す
る
諸
官

（
衞
尉
、
執
金
吾
、
光
祿
勳
お
よ
び
そ
の
屬
官
、
五
校
尉
）
に
、
信
任
す
る
外
戚
を
任
用

し
た
點
な
ど
を
擧
げ
て
い
る（

２
）。

し
か
し
、
竇
憲
（
竇
太
后
の
兄
）
は
和
帝
朞
に
竇

太
后
（
第
三
代
の
章
帝
の
皇
后
）
の
も
と
で
車
騎
將
軍
や
大
將
軍
（
い
ず
れ
も
從
公
將

軍
）
を
本
官
と
し
て
專
權
を
振
る
う
よ
り
も
以
歬
、
つ
と
に
章
帝
朞
（
七
五
～
八

八
）
に
侍
中
（
少
府
に
「
文
屬
」
す
る
官
）・
虎
賁
中
郞
將
（
光
祿
勳
の
屬
官
）
に
任

用
さ
れ
て
い
た
（『
後
漢
書
』
卷
二
三
竇
融
列
傳
附
竇
憲
列
傳
）。
す
る
と
、
外
戚
が
國

政
に
參
與
す
る
契
機
は
、
先
代
の
皇
帝
の
親
政
時
に
す
で
に
形
作
ら
れ
て
い
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

章
帝
（
劉
炟
）
は
、
第
二
代
の
朙
帝
（
在
位
：
五
七
～
七
五
）
の
第
五
子
で
、
實

母
は
賈
貴
人
で
あ
り
、
和
帝
の
先
代
に
あ
た
る
。
永
平
三
年
（
六
〇
）
に
皇
太
子

に
册
立
さ
れ
、
永
平
一
八
年
（
七
五
）
八
⺼
に
朙
帝
が
崩
御
す
る
と
一
九
歲
で

帝
位
を
繼
承
し
た
。
朙
帝
の
治
世
に
は
宗
室
が
た
び
た
び
不
穩
な
動
き
を
見
せ

た
。
た
と
え
ば
、
楚
王
劉
英
（
朙
帝
の
異
母
兄
）
は
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
て
自
殺

に
追
い
込
ま
れ
、
淮
陽
王
劉
延
（
朙
帝
の
異
母
弟
）
は
朙
帝
を
呪
詛
し
た
罪
に
問

わ
れ
て
阜
陵
王
に
徙
封
さ
れ
た
上
で
⻝
邑
を
削
減
さ
れ
た
（『
後
漢
書
』
卷
二
朙
帝
紀
、

『
後
漢
書
』
卷
四
二
光
武
十
王
列
傳
）。
か
か
る
宗
室
の
動
向
の
背
景
と
し
て
、
朙
帝

の
帝
位
繼
承
が
初
代
の
光
武
帝
（
在
位
：
二
五
～
五
七
）
に
よ
る
皇
太
子
劉
彊
（
朙

帝
の
異
母
兄
、
後
の
東
海
王
）
の
廢
位
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
宗
室
の

一
部
が
反
發
し
た
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
朙
帝
は
帝
位

繼
承
直
後
に
東
平
王
劉
蒼
（
朙
帝
の
同
母
弟
、
劉
彊
の
異
母
弟
）
を
驃
騎
將
軍
に
任

用
し
て
「
輔
政
」
を
委
ね
る
な
ど
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
朙
帝
は
、
宗
室
の
う
ち
自

分
を
支
持
す
る
人
物
に
輔
佐
を
委
ね
る
統
治
體
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
劉
蒼
自
身
が
「
輔
政
」
を
拒
否
し
た
た
め
、
そ
れ
以
降
、
朙
帝
は
宗
室
に
代

え
て
輔
佐
を
委
ね
る
對
象
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（

３
）。

宗
室
に
よ
る
不
穩

後
漢
章
帝
の
統
治
と
宗
室
・
外
戚

　
　

�
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圖 1　章帝と宗室・外戚

な
動
き
は
章
帝
朞
に
も
續
き
、
帝
位
繼
承
直
後
の
建
初
元
年
（
七
六
）
一
一
⺼
に

は
、
劉
延
が
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
、
阜
陵
王
か
ら
阜
陵
侯
に
降
格
さ
れ
た
（『
後

漢
書
』
卷
三
章
帝
紀
・
建
初
元
年
條
、『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
傳
）。
こ
の
よ
う
な
な

か
で
、
章
帝
は
統
治
の
安
定
を
ど
の
よ
う
に
し
て
圖
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
學
の
多
く
は
、
光
武
帝
・
朙
帝
が
外
戚
を
抑
制
し
て
國
政
に
參
與
さ
せ
な
か

っ
た
こ
と
を
檢
證
し
て
き
た（

４
）。

他
方
、
章
帝
の
統
治
の
內
容
を
め
ぐ
っ
て
は
、
彼

が
宗
室
・
外
戚
に
融
和
的
な
姿
勢
を
示
し
た
と
し
、
そ
の
背
景
に
儒
家
の
影
響
を

主
に
想
定
し
て
い
る（

５
）。

た
し
か
に
章
帝
は
「
儒
術
」
を
好
み
（『
後
漢
書
』
章
帝
紀
）、

白
虎
觀
會
議
を
開
催
し
て
經
義
を
整
え
る
な
ど
、
そ
の
統
治
は
儒
家
と
密
接
に
關

係
し
て
い
た
と
み
な
し
得
る
。
し
か
し
、
章
帝
に
よ
る
一
三
年
閒
の
治
世
の
う
ち
、

白
虎
觀
會
議
が
開
催
さ
れ
た
建
初
四
年
（
七
九
）
か
ら
章
帝
が
崩
御
す
る
章
和
二

年
（
八
八
）
ま
で
は
九
年
の
朞
閒
が
あ
る
。
こ
の
閒
に
後
漢
の
政
治
狀
況
は
絕
え

ず
變
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
章
帝
と
宗
室
・
外
戚
の
關
係
に
つ
い

て
は
、
三
者
を
取
り
卷
く
政
治
狀
況
の
變
轉
に
目
を
向
け
つ
つ
再
檢
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
で
は
、
章
帝
の
統
治
の
內
容
を
、
朙
帝
朞
以
來
の
政
治
的
な
展
開

の
な
か
に
位
置
づ
け
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
硏
究
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
章
帝
が

朙
帝
朞
の
宗
室
に
對
す
る
嚴
格
な
姿
勢
を
改
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
章

帝
朞
に
外
戚
が
勢
力
を
伸
張
さ
せ
た
要
因
を
、
彼
ら
を
抑
制
し
得
な
い
章
帝
の
受

動
的
な
政
治
姿
勢
に
求
め
て
い
る（

６
）。

だ
が
、
當
時
は
章
帝
が
親
政
し
て
い
た
時
朞

で
あ
る
。
章
帝
が
外
戚
を
任
用
し
た
背
景
に
は
何
ら
か
の
政
治
的
な
意
圖
が
あ
り
、

外
戚
の
勢
力
伸
長
は
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

か
か
る
先
學
の
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
章
帝
に
よ
る
統
治
の
內
容
を
朙
ら
か

に
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
は
、
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
に
目
を
向
け
る
こ
と

が
㊒
效
と
考
え
ら
れ
る
。
章
帝
は
建
初
七
年
（
八
二
）
に
劉
慶
を
廢
位
し
、
皇
子
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し
だ
い
に
遠
ざ
け
ら
れ
た
。
劉
慶
は
承
祿
觀
（
所
在
不
朙
）
に
移
さ
れ
、
建
初
七

年
六
⺼
に
皇
太
子
を
廢
位
さ
れ
て
淸
河
王
に
封
建
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
⺼
、
劉
肈

を
皇
太
子
に
册
立
し
た
。
さ
ら
に
、
劉
慶
が
承
祿
觀
に
移
さ
れ
た
數
か
⺼
後
、
宋

貴
人
は
呪
詛
を
行
っ
た
罪
に
問
わ
れ
、
暴
室
（
後
漢
洛
陽
城
の
北
宮
・
南
宮
に
あ
る

掖
庭
の
內
部
に
所
在
）
に
送
ら
れ
て
自
殺
し
た
。
宋
貴
人
の
死
は
、
竇
皇
后
が
掖
庭

令
に
ほ
の
め
か
し
、
宋
貴
人
に
よ
る
呪
詛
を
誣
奏
さ
せ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
っ
た
（『
後
漢
書
』
皇
后
紀
上
、『
後
漢
書
』
章
帝
八
王
傳
）。
こ
こ
で
は
、
宋
貴

人
に
對
し
て
章
帝
が
疑
念
を
抱
い
た
こ
と
に
よ
り
、
皇
太
子
劉
慶
が
廢
位
さ
れ
る

に
至
っ
た
點
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
『
後
漢
書
』
章
帝
八
王
傳
に
は
、
章
帝
が
劉
慶
を
廢
位
し
て
劉
肈
を
皇
太
子
に

册
立
す
る
に
あ
た
り
下
し
た
詔
が
載
錄
さ
れ
て
い
る
。

皇
太
子
は
失
惑
無
常
の
性
㊒
り
、
爰
に
孩
乳
よ
り
し
、
今
に
至
り
て
益
〃
章

ら
か
な
り
。
恐
ら
く
は
其
の
母
の
凶
惡
の
風
を
襲
う
。
以
て
宗
廟
を
奉
じ
、

天
下
の
主
と
爲
る
べ
か
ら
ず
。
大
義
、
親
を
滅
す
。
況
ん
や
降
退
す
る
を
や
。

今
、（
劉
）
慶
を
廢
し
て
淸
河
王
と
爲
せ
。
皇
子
（
劉
）
肈
は
（
竇
）
皇
后
に

保
育
せ
ら
れ
、
訓
え
を
懷
袵
よ
り
承
け
、
善
性
に
導
逹
し
、
將
に
其
の
器
を

成
さ
ん
と
す
。
葢
し
庶
子
の
慈
母
は
、
尙
お
終
身
の
恩
㊒
り
。
豈
に
嫡
后
の

事
、
正
し
く
、
義
、
朙
ら
か
な
る
に
若
か
ん
や
。
今
、
肈
を
以
て
皇
太
子
と

爲
せ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
章
帝
は
劉
慶
に
「
失
惑
無
常
の
性
」
が
あ
る
と
し
、
そ
の
原

因
を
彼
が
宋
貴
人
の
「
凶
惡
の
風
」
を
踏
襲
し
た
點
に
求
め
た
。
さ
ら
に
、「
庶

子
」
の
劉
肈
が
「
慈
母
」
た
る
竇
皇
后
に
養
育
さ
れ
て
そ
の
性
質
を
善
良
に
導

か
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
劉
肈
を
皇
太
子
に
册
立
し
た
。
こ
の
事
例
に
お
い
て

は
、
章
帝
が
劉
慶
・
劉
肈
の
「
天
下
の
主
」
と
し
て
の
㊮
質
を
判
斷
す
る
に
あ
た

り
、
宋
貴
人
・
竇
皇
后
に
よ
る
養
育
の
內
容
を
對
比
し
て
い
る
點
に
㊟
目
さ
れ
る
。

劉
肈
を
皇
太
子
に
册
立
し
た
（『
後
漢
書
』
章
帝
紀
・
建
初
七
年
條
、『
後
漢
書
』
卷
一

〇
皇
后
紀
上
、『
後
漢
書
』
卷
五
五
章
帝
八
王
傳
）。
章
帝
が
章
和
二
年
二
⺼
に
崩
御
す

る
と
、
劉
肈
は
一
〇
歲
で
帝
位
を
繼
承
し
た
。
こ
れ
が
和
帝
で
あ
る
。
竇
皇
后
は

皇
太
后
と
な
り
臨
朝
し
、
和
帝
を
後
見
し
た
。
ま
た
、
竇
憲
が
「
輔
政
」
を
委
ね

ら
れ
、
車
騎
將
軍
・
大
將
軍
を
歷
任
し
た
（『
太
平
御
覽
』
卷
二
三
八
・
大
將
軍
條
引

華
僑
『
後
漢
書
』、『
後
漢
紀
』
卷
一
二
章
帝
紀
下
・
章
和
二
年
條
）。
こ
れ
以
降
、
後
漢

で
は
外
戚
が
國
政
に
參
與
し
て
「
輔
政
」
を
委
ね
ら
れ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

か
つ
て
朙
帝
が
帝
位
繼
承
後
に
苦
慮
し
た
よ
う
に
、
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
は
次

代
の
和
帝
に
禍
根
を
殘
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
廢
位
を
斷
行

し
た
章
帝
は
、
廢
位
後
に
宗
室
・
外
戚
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
み
な
が
ら
統
治

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
章
帝
が
統
治
す
る
に
あ
た
り
、
朙
帝
朞
以
來

の
宗
室
を
め
ぐ
る
問
題
に
如
何
に
對
處
し
、
ま
た
外
戚
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の

か
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
章
帝
に
よ
る
統
治
の
內
容
を
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

和
帝
朞
以
降
に
外
戚
が
國
政
に
參
與
し
て
專
權
を
振
る
う
に
至
っ
た
政
治
的
な
背

景
を
朙
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
一
節
　
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位

　

劉
慶
は
、
宋
貴
人
（
宋
楊
の
娘
）
が
建
初
三
年
（
七
八
）
に
產
ん
だ
皇
子
で
、
建

初
四
年
四
⺼
に
皇
太
子
に
册
立
さ
れ
た
。
ま
た
、章
帝
に
は
梁
貴
人
（
梁
竦
の
娘
）

が
お
り
、
建
初
四
年
に
皇
子
劉
肈
（
後
の
和
帝
）
を
產
ん
だ
。
竇
皇
后
に
は
皇
子

が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
宋
貴
人
・
梁
貴
人
を
憎
ん
だ
。
彼
女
は
母
の
比
陽
公
主

（
東
海
王
劉
彊
の
王
女
）
と
と
も
に
宋
貴
人
と
そ
の
一
族
を
陷
れ
よ
う
と
謀
り
、
自

分
の
兄
弟
ら
に
宋
貴
人
ら
の
過
失
を
探
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
宋
貴
人
が
呪
詛
を
行

っ
て
い
る
と
章
帝
に
僞
り
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
よ
り
宋
貴
人
と
劉
慶
は
章
帝
か
ら
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連
座
し
て
遷
徙
さ
れ
た
四
百
家
あ
ま
り
を
赦
し
、
本
貫
の
郡
に
歸
還
さ
せ
た
（『
後

漢
書
』
章
帝
紀
・
建
初
二
年
條
）。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
章
帝
は
建
初
元

年
に
阜
陵
王
劉
延
を
謀
反
の
罪
に
よ
り
處
罰
し
て
お
り
、
宗
室
に
嚴
罰
を
科
す
場

合
も
あ
っ
た
。
帝
位
繼
承
當
初
、
章
帝
は
宗
室
に
對
し
て
常
に
融
和
的
な
姿
勢
を

示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
硬
軟
兩
樣
の
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
建
初
七
年
六
⺼
に
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
が
斷
行
さ
れ
た
。
そ

の
直
後
の
建
初
七
年
一
〇
～
一
二
⺼
、
章
帝
は
長
安
を
中
心
と
す
る
三
輔
に
巡
狩

し
た
。
そ
れ
以
降
、
章
帝
は
章
和
元
年
（
八
七
）
ま
で
ほ
ぼ
每
年
、
六
回
に
わ
た

り
巡
狩
を
行
っ
て
い
る
（『
後
漢
書
』
章
帝
紀
）。
こ
れ
は
光
武
帝
に
よ
る
巡
狩
と
同

じ
回
數
で
（『
後
漢
書
』
卷
一
光
武
帝
紀
下
）、
後
漢
の
歷
代
皇
帝
の
う
ち
最
も
多
い
。

　

巡
狩
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
秦
の
始
皇
帝
（
在
位
：
歬
二
二
一
～
歬
二
一
〇
）
に

よ
る
巡
狩
の
事
例
を
中
心
に
檢
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
稻
葉

一
郞
氏
は
天
下
の
支
配
者
と
し
て
の
威
嚴
を
誇
示
す
る
こ
と
な
ど
を
擧
げ（

７
）、

角
谷

常
子
氏
は
皇
帝
の
正
當
性
を
主
張
し
て
そ
の
支
配
の
徹
底
を
圖
る
こ
と
と
す
る（

８
）。

他
方
、
陳
戍
國
氏
は
、
巡
狩
の
通
時
代
的
な
目
的
と
し
て
、
地
方
を
視
察
す
る
こ

と
、
敎
化
を
宣
揚
す
る
こ
と
、
官
吏
の
職
務
を
點
檢
し
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
、

地
方
を
遊
覽
す
る
こ
と
、
を
列
擧
し
て
い
る（

９
）。

大
櫛
敦
弘
氏
は
、『
白
虎
通
』
巡

狩
篇
が
巡
狩
の
目
的
と
し
て
、
①
祭
祀
の
實
施
、
②
諸
侯
王
と
の
會
見
、
③
地
方

の
視
察
、
を
擧
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
後
漢
に
お
け
る
「
行
幸
」

（
幸
・
行
幸
・
巡
狩
）
の
事
例
を
分
析
し
、
①
を
支
配
の
正
當
性
を
宣
揚
す
る
た
め

の
も
の
、
②
・
③
を
現
實
的
・
政
治
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、

先
學
の
多
く
は
、
巡
狩
の
主
要
な
目
的
を
、
皇
帝
に
よ
る
支
配
を
正
當
化
す
る
點

に
求
め
て
き
た
。

　

か
か
る
巡
狩
を
、
章
帝
が
皇
太
子
を
廢
位
し
た
建
初
七
年
以
降
に
集
中
的
に
行

っ
た
背
景
に
は
、
如
何
な
る
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
關
連

劉
肈
を
册
立
し
た
背
景
に
は
、「
天
下
の
主
」
と
し
て
の
㊮
質
を
缺
く
劉
慶
と
そ

の
實
母
た
る
宋
貴
人
に
對
す
る
否
定
的
な
評
價
に
加
え
て
、
劉
肈
な
ら
び
に
そ
の

「
慈
母
」
と
し
て
養
育
に
あ
た
っ
た
竇
皇
后
に
對
す
る
肯
定
的
な
評
價
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
劉
慶
に
對
す
る
章
帝
の
姿
勢
は
、
廢
位
後
に
變
化
し
て
い
く
。

『
後
漢
書
』
章
帝
八
王
傳
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
劉
）
慶
、
時
に
幼
し
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
嫌
い
を
避
け
禍
を
畏
る
る
を
知

り
、
言
、
敢
て
宋
氏
に
及
ば
ず
。（
章
）
帝
、
更
め
て
之
を
憐
れ
み
、（
竇
）

皇
后
に
勑
し
衣
服
を
し
て
太
子
と
齊
等
な
ら
し
む
。
太
子
、
特
に
慶
を
親
愛

し
、
入
り
て
は
則
ち
室
を
共
に
し
、
出
で
て
は
則
ち
輿
を
同
じ
く
す
。
太
子

の

位
す
る
に
及
び
、
是
れ
和
帝
た
り
て
、
慶
を
待
つ
こ
と
尤
も
渥
し
。
諸

王
、
比
を
爲
す
を
得
る
こ
と
莫
し
。
常
に
共
に
私
事
を
議
す
。

劉
慶
の
廢
位
後
、
章
帝
は
宋
貴
人
の
こ
と
を
口
に
し
な
い
劉
慶
を
憐
れ
み
、
皇
太

子
劉
肈
と
同
等
の
衣
服
を
與
え
る
よ
う
竇
皇
后
に
敕
命
を
下
し
た
。
劉
慶
を
劉
肈

と
同
等
に
待
遇
し
た
措
置
は
、
劉
慶
に
は
皇
太
子
と
し
て
天
下
を
受
け
繼
ぐ
㊮
質

に
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
を
章
帝
が
自
ら
認
め
た
も
の
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
章
帝
は
竇
皇
后
と
宋
貴
人
が
對
峙
す
る
な
か
で
皇
太
子
劉
慶

を
廢
位
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
正
當
性
を
缺
く
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て

い
た
。
先
述
し
た
通
り
、
か
つ
て
光
武
帝
が
皇
太
子
劉
彊
を
廢
位
し
た
こ
と
に
よ

り
、
朙
帝
は
宗
室
の
謀
反
な
ど
に
苦
慮
す
る
に
至
っ
た
。
章
帝
も
ま
た
、
朙
ら
か

な
過
失
の
無
い
劉
慶
を
皇
后
と
外
戚
の
意
向
に
沿
う
形
で
廢
位
し
た
結
果
、
宗
室

の
動
向
に
㊟
意
を
拂
う
必
要
に
廹
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
皇
太
子
廢
位
後
に
統

治
の
安
定
を
如
何
に
し
て
圖
る
の
か
が
、
章
帝
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

第
二
節
　
章
帝
と
宗
室

　

建
初
二
年
（
七
七
）、
章
帝
は
朙
帝
朞
に
楚
王
劉
英
・
淮
陽
王
劉
延
の
事
件
に
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び
に
淸
河
國
・
東
平
國
の
相
に
次
の
よ
う
に
吿
げ
た
。

朕
、
惟
う
に
、
巡
狩
の
制
は
、
聲
敎
を
宣
ぶ
る
を
以
て
、
考
え
を
ば
遐
邇
に

同
じ
く
し
、
怨
結
を
解
釋
す
る
な
り
。
今
、
四
國
に
政
無
き
は
、
其
の
良
を

用
い
ざ
れ
ば
な
り
。
駕
し
て
言
に
出
で
游
び
、
親
ら
其
の
劇
易
を
知
ら
ん
と

欲
す
。
歬
に
園
陵
を
祠
り
、
遂
に
華
・
霍
を

祀
し
、
東
の
か
た
岱
宗
に
祡

し
、
人
の
爲
に
福
を
祈
る
。
今
、
將
に
常
山
に
禮
せ
ん
と
し
、
遂
に
北
土

に
徂
き
、
魏
郡
を
歷
、
平
原
を
經
、
隄
防
に
升
踐
し
、
耆
老
に
詢
訪
す
る

に
、
咸
な
曰
く
、「
徃
者
、
汴
門
、
未
だ
作
ら
ざ
る
に
、
深
き
者
は
淵
を
成

し
、
淺
き
も
の
は
則
ち
泥
塗
た
り
」
と
。
…
…
今
、
肥
田
、
尙
お
多
き
も
、

未
だ
墾
闢
す
る
こ
と
㊒
ら
ず
。
其
れ
悉
く
以
て
貧
民
に
賦
え
、
糧
種
を
給
與

し
、
務
め
て
地
力
を
盡
く
し
、
游
手
せ
し
む
る
こ
と
勿
か
れ
。
過
ぐ
る
所
の

縣
邑
、
半
ば
に
し
て
今
年
の
田
租
を
入
る
る
こ
と
を
聽
し
、
以
て
農
夫
の
勞

を
勸
め
ん
。

章
帝
は
、
巡
狩
の
目
的
と
し
て
、
皇
帝
の
名
聲
と
敎
化
を
天
下
に
廣
く
宣
布
す
る

こ
と
に
よ
り
、
遠
近
の
別
な
く
人
々
の
考
え
を
共
㊒
し
て
、
彼
ら
の
怨
み
を
解
く

こ
と
を
擧
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
未
開
墾
の
土
地
を
貧
民
に
賜
與
し
て
⻝
糧
と

種
籾
を
支
給
す
る
よ
う
命
じ
、
さ
ら
に
巡
狩
の
經
路
上
に
位
置
す
る
縣
邑
の
田
租

を
半
減
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
陳
戍
國
氏
は
、
章
帝
に
よ
る
巡
狩
の
目
的
は
威

風
を
示
す
こ
と
や
遊
覽
す
る
こ
と
に
は
な
か
っ
た
と
す
る）

（1
（

。
他
方
、
大
櫛
氏
は
、

章
帝
に
よ
る
賜
與
・
支
給
や
田
租
の
減
免
を
、『
白
虎
通
』
巡
狩
篇
が
擧
げ
る
巡

狩
の
三
つ
の
目
的
の
う
ち
、
③
地
方
の
視
察
に
該
當
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る）

（1
（

。

だ
が
、
こ
こ
で
よ
り
㊟
目
す
べ
き
は
、
振
恤
の
對
象
に
巡
狩
の
經
路
上
の
諸
侯
王

國
が
含
ま
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
解
怨
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
點
で
あ
る
。

　

章
帝
が
自
ら
に
よ
る
支
配
の
正
當
化
に
加
え
て
、
解
怨
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
し

て
巡
狩
を
實
施
し
た
こ
と
は
、
第
２
回
を
除
く
五
回
の
巡
狩
に
お
い
て
、
經
路
上

し
て
、
大
櫛
氏
は
、
章
帝
朞
に
お
け
る
「
行
幸
」
の
頻
繁
な
實
施
を
、「
行
幸
」

が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

白
虎
觀
會
議
に
お
い
て
支
配
理
念
と
し
て
の
儒
家
の
權
威
が
確
立
し
た
こ
と
を
想

定
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
何
平
立
氏
は
、
章
帝
に
よ
る
巡
狩
を
、
儒
家
の
「
禮
樂
敎

化
」
が
統
治
の
根
本
で
あ
る
こ
と
を
宣
揚
す
る
目
的
で
行
っ
た
も
の
と
し
、
そ
れ

ゆ
え
に
巡
狩
に
先
立
ち
白
虎
觀
會
議
を
開
催
し
て
儒
學
・
禮
樂
の
思
想
・
制
度
の

統
一
を
圖
っ
た
、
と
論
じ
て
い
る）

（1
（

。
大
櫛
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に

『
白
虎
通
』
に
は
巡
狩
篇
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
白
虎
觀
會
議
で
は
巡
狩
に
關
わ

る
經
書
の
解
釋
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
巡
狩
の
頻
繁
な
實
施
と
儒
家
の
經
義
の
閒

に
一
定
の
關
わ
り
が
あ
っ
た
可
能
性
は
想
定
し
得
る
。
し
か
し
、
章
帝
が
巡
狩
を

初
め
て
實
施
し
た
の
は
建
初
七
年
で
あ
り
、
そ
の
同
じ
年
に
皇
太
子
が
廢
位
さ
れ

た
。
こ
の
點
を
勘
案
す
る
と
、
章
帝
に
よ
る
巡
狩
の
背
景
に
は
、
よ
り
政
治
的
な

事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

章
帝
は
第
１
回
（
建
初
七
年
一
〇
～
一
二
⺼
）
を
除
く
五
回
の
巡
狩
に
お
い
て
諸

侯
王
國
に
滯
在
し
て
い
る
（『
後
漢
書
』
章
帝
紀
、『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
傳
）。
ま

た
、
第
５
回
（
元
和
三
年
一
～
三
⺼
）・
第
６
回
（
章
和
元
年
八
～
一
〇
⺼
）
に
は
諸

侯
王
を
隨
行
さ
せ
た
。
さ
ら
に
第
６
回
で
は
、
梁
國
睢
陽
縣
に
お
い
て
任
城
王
劉

尙
（
東
平
王
劉
蒼
の
子
）
を
、
沛
國
に
お
い
て
東
海
王
劉
政
（
東
海
王
劉
彊
の
子
）
を

朝
見
し
た
（『
後
漢
書
』
章
帝
紀
・
章
和
元
年
條
）。
こ
の
よ
う
に
、
章
帝
は
諸
侯
王

の
封
地
を
巡
狩
の
經
路
に
選
び
、
特
に
第
５
回
・
第
６
回
に
は
諸
侯
王
を
隨
行
さ

せ
た
。
第
６
回
に
て
諸
侯
王
を
朝
見
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
章
帝
は
巡

狩
を
通
じ
て
宗
室
と
の
關
係
を
深
め
る
こ
と
を
强
く
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
『
後
漢
書
』
章
帝
紀
・
元
和
三
年
條
に
よ
れ
ば
、
第
５
回
の
巡
狩
の
途
上
、
章

帝
は
河
內
郡
懷
縣
に
お
い
て
常
山
郡
・
魏
郡
・
鉅
鹿
郡
・
平
原
郡
の
太
守
、
な
ら
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こ
れ
は
章
帝
が
帝
位
繼
承
以
來
一
貫
し
て
、
輔
佐
を
委
ね
る
べ
き
對
象
と
し
て
宗

室
を
位
置
づ
け
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
宗
室

に
輔
佐
を
委
ね
る
體
制
が
朙
帝
朞
に
す
で
に
挫
折
し
て
い
た
、
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節
　
章
帝
と
外
戚

　

歬
節
で
確
認
し
た
通
り
、
章
帝
は
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
を
契
機
と
し
て
、
宗
室

に
對
す
る
硬
軟
兩
樣
の
姿
勢
を
轉
換
し
、
融
和
的
に
臨
む
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
、

光
武
帝
・
朙
帝
が
抑
制
し
た
外
戚
に
對
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

後
漢
の
外
戚
は
、
皇
帝
と
の
關
係
に
基
づ
く
と
、
次
の
二
つ
に
區
別
で
き
る
。

・
嫡
母
型
…
…
先
代
の
皇
帝
の
嫡
妻
（
皇
太
后
）
の
一
族

・
嫡
妻
型
…
…
當
代
の
皇
帝
の
嫡
妻
（
皇
后
）
の
一
族

章
帝
の
周
圍
に
は
、
嫡
母
型
に
あ
た
る
馬
氏
（
先
代
の
朙
帝
の
皇
后
た
る
馬
太
后
の

一
族
）、
お
よ
び
嫡
妻
型
に
あ
た
る
竇
氏
（
當
代
の
章
帝
の
嫡
妻
た
る
竇
皇
后
の
一
族
）

が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
側
妾
の
一
族
と
し
て
、
宋
氏
（
劉
慶
の
實
母

た
る
宋
貴
人
の
一
族
）・
梁
氏
（
劉
肈
の
實
母
た
る
梁
貴
人
の
一
族
）
が
い
た
。
本
節
で

は
、
章
帝
と
外
戚
、
な
ら
び
に
側
妾
の
一
族
の
政
治
的
な
關
係
を
確
認
す
る
。

（
一
）
章
帝
と
馬
氏

　

馬
氏
は
司
隸
扶
風
茂
陵
縣
を
本
貫
と
し
、
後
漢
建
國
の
功
臣
た
る
馬
援
の
後
裔

に
あ
た
る
。
馬
援
の
死
後
、
そ
の
娘
が
朙
帝
の
貴
人
と
な
り
、
永
平
三
年
に
皇
后

に
册
立
さ
れ
た
。
永
平
一
八
年
に
朙
帝
が
崩
御
し
て
章
帝
が
帝
位
を
繼
承
す
る
と
、

馬
皇
后
は
皇
太
后
と
な
っ
た
。

　

馬
太
后
に
は
、
兄
の
馬
廖
・
馬
防
・
馬
光
が
い
た
。
馬
廖
は
、
妹
が
皇
后
に
册

の
郡
縣
や
諸
侯
王
國
を
對
象
に
賜
與
・
振
恤
を
た
び
た
び
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
章
帝
は
第
６
回
の
途
上
、
九
江
郡
壽
春
縣
に
お
い
て
、
阜

陵
侯
劉
延
を
阜
陵
王
に
再
び
封
建
し
た
（『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
傳
）。
章
帝
が
巡

狩
の
途
上
で
諸
侯
王
の
罪
を
赦
し
た
こ
と
は
、
巡
狩
の
目
的
た
る
解
怨
の
一
環
と

し
て
、
宗
室
と
の
關
係
の
修
復
を
圖
っ
た
も
の
と
み
な
し
得
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
皇
太
子
廢
位
後
、
章
帝
は
巡
狩
を
通
じ
て
宗
室
と
の
友
好
關

係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
か
か
る
宗
室
に
對
す
る
融
和
的
な
姿
勢
は
、
巡
狩
以

外
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
濟
南
王
劉
康
（
朙
帝
の
異
母
弟
）
は
朙
帝
朞
に
「
不
軌
」

を
「
謀
議
」
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
五
縣
を
削
減
さ
れ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
章
帝

は
建
初
八
年
（
八
三
）
に
五
縣
を
濟
南
國
に
﨤
還
し
た
（『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
傳
）。

ま
た
、
中
山
王
劉
焉
（
朙
帝
の
異
母
弟
）
は
朙
帝
の
永
平
一
五
年
（
七
二
）
に
王
姬

の
韓
序
を
縊
殺
し
た
罪
に
問
わ
れ
て
安
險
縣
を
削
減
さ
れ
た
。
だ
が
、
章
帝
は
元

和
年
閒
（
八
四
～
八
七
）
に
安
險
縣
を
中
山
國
に
﨤
還
し
て
い
る
（『
後
漢
書
』
光
武

十
王
列
傳
）。
巡
狩
に
と
も
な
う
劉
延
の
赦
免
、
な
ら
び
に
劉
康
・
劉
焉
へ
の
封
地

﨤
還
が
い
ず
れ
も
皇
太
子
の
廢
位
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
章
帝
は

皇
太
子
廢
位
に
と
も
な
う
宗
室
の
不
穩
な
動
き
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
宗
室
に
融

和
的
な
姿
勢
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
章
帝
は
章
和
元
年
に
齊
王

劉
晃
（
齊
王
劉
石
の
子
、
齊
王
劉
縯
の
曾
孫
）
を
誣
吿
の
罪
で
蕪
湖
侯
に
降
格
し
て

い
る
（『
後
漢
書
』
卷
一
四
宗
室
四
王
三
侯
列
傳
）。
し
か
し
、
皇
太
子
廢
位
後
に
お

け
る
宗
室
の
頻
繁
な
赦
免
や
諸
侯
王
國
を
對
象
に
含
む
賜
與
・
振
恤
か
ら
は
、
む

し
ろ
宗
室
に
對
す
る
章
帝
の
融
和
的
な
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
朙
帝
が
帝
位
繼
承
當
初
、
東
平
王
劉
蒼
に
「
輔
政
」
を
委
ね
、
ま

た
北
海
王
劉
興
（
光
武
帝
の
甥
、
齊
王
劉
縯
の
子
）
に
使
者
を
派
遣
し
て
諮
問
す
る

な
ど
し
た
の
に
對
し
て
（『
後
漢
書
』
宗
室
四
王
三
侯
列
傳
）、
章
帝
が
宗
室
に
「
輔

政
」
や
諮
問
を
擔
わ
せ
た
形
跡
は
、
後
漢
に
關
す
る
史
書
中
に
は
見
出
せ
な
い
。
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し
、
下
は
民

に
順
い
、
浩
大
の
福
、
此
れ
よ
り
尙
ぶ
莫
し
。
陛
下
、
既
已

に
之
を
自
然
に
得
る
も
、
猶
お
宜
し
く
加
う
る
に
勉
勗
を
以
て
し
、
太
宗
の

隆
德
に
法
り
、
成
・
哀
の
終
え
ざ
る
こ
と
を
戒
め
と
す
べ
し
。
…
…
」
と
。

太
后
、
深
く
之
を
納
る
。
朝
廷
、
大
い
に
議
し
、
輒
ち
以
て
詢
訪
す
。

馬
廖
は
儉
約
を
旨
と
す
る
馬
太
后
に
德
政
を
成
就
す
る
よ
う
勸
め
た
。
馬
太
后
は

こ
の
意
見
を
採
用
し
、
朝
廷
も
ま
た
議
論
す
る
に
あ
た
り
馬
廖
に
諮
問
し
た
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
、
馬
廖
は
宿
衞
を
擔
う
の
み
な
ら
ず
、
諮
問
に
も
應
じ
て
い
た
。

　

馬
防
・
馬
光
は
、
朙
帝
朞
に
黃
門
侍
郞
に
就
任
し
た
。
章
帝
朞
に
な
る
と
、
馬

防
は
中
郞
將
・
城
門
校
尉
を
歷
任
し
、
建
初
二
年
に
燒
當
羌
の
迷
吾
が
涼
州
金
城

郡
・
隴
西
郡
な
ど
に
侵
入
す
る
と
、
城
門
校
尉
・
行
車
騎
將
軍
事
と
な
り
征
伐
に

あ
た
っ
た
（『
後
漢
書
』
卷
八
七
西
羌
傳
）。
燒
當
羌
を
破
っ
た
後
、
建
初
三
年
に
車

騎
將
軍
・
城
門
校
尉
に
昇
進
し
た
（『
後
漢
書
』
卷
二
四
馬
援
列
傳
附
馬
防
列
傳
）。
こ

の
閒
、
馬
光
は
越
騎
校
尉
か
ら
執
金
吾
に
昇
進
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
章
帝
は
馬

氏
一
族
を
中
心
に
宮
城
の
內
外
に
宿
衞
さ
せ
る
意
思
を
示
し
た
と
い
え
る
。

　

章
帝
は
建
初
元
年
よ
り
馬
廖
ら
の
封
侯
を
求
め
た
が
、
馬
太
后
は
强
く
反
對

し
た
。
し
か
し
、
章
帝
が
馬
太
后
に
請
願
し
、
彼
女
も
よ
う
や
く
封
侯
を
認
め

た
（『
後
漢
書
』
皇
后
紀
上
）。
馬
廖
ら
は
封
侯
を
辭
退
し
た
が
、
馬
太
后
の
言
に
從

う
形
で
や
む
を
得
ず
受
け
容
れ
、
建
初
四
年
に
封
侯
さ
れ
た
。
馬
廖
は
封
侯
後
に

特
進
を
加
え
ら
れ
就
第
し
た
（『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
廖
列
傳
）。
他
方
、
馬
防
・

馬
光
は
封
侯
後
に
官
を
自
ら
﨤
上
し
、
特
進
を
加
え
ら
れ
就
第
し
た
（『
後
漢
書
』

馬
援
列
傳
附
馬
防
列
傳
）。
お
そ
ら
く
馬
廖
も
ま
た
就
第
す
る
に
あ
た
り
、
衞
尉
の

官
を
自
ら
﨤
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
建
初
四
年
に
馬
太
后
が
崩
御
す
る
と
、
建
初

五
年
（
八
〇
）
に
馬
防
は
光
祿
勳
に
、
馬
光
は
衞
尉
に
任
用
さ
れ
た
。
先
に
確
認

し
た
通
り
、
馬
廖
は
朙
帝
の
遺
詔
を
受
け
て
衞
尉
に
昇
進
し
た
。
章
帝
が
馬
光
を

衞
尉
に
任
用
し
た
背
景
に
は
、
馬
廖
が
擔
っ
て
い
た
宮
城
の
宿
衞
の
任
を
彼
に
受

立
さ
れ
た
後
、
朙
帝
朞
に
羽
林
左
監
・
虎
賁
中
郞
將
を
歷
任
し
、
章
帝
が
帝
位

を
繼
承
す
る
と
衞
尉
（
九
卿
の
ひ
と
つ
）
に
昇
進
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
後
漢

書
』
卷
二
四
馬
援
列
傳
附
馬
廖
列
傳
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

顯
宗
、
崩
ず
る
や
、
遺
詔
を
受
け
て
門
禁
を
典
掌
し
、
遂
に
趙
憙
に
代
わ
り

て
衞
尉
と
爲
る
。
肅
宗
、
甚
だ
之
を
尊
重
す
。

馬
廖
は
朙
帝
の
崩
御
に
際
し
て
、「
門
禁
を
典
掌
」
す
る
よ
う
遺
詔
を
受
け
、
そ

れ
に
基
づ
き
衞
尉
に
昇
進
し
た
。
後
漢
洛
陽
城
に
は
北
宮
・
南
宮
と
い
う
二
つ
の

宮
城
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
複
數
の
門
を
構
え
、
そ
の
內
部
に
は
歬
殿
な
ど
が
設
け

ら
れ
て
い
た）

（1
（

。
衞
尉
は
宮
城
の
宿
衞
を
擔
う
官
の
ひ
と
つ
で
、
歬
殿
を
警
備
す
る

光
祿
勳
（
九
卿
の
ひ
と
つ
）
や
、
宮
城
の
外
部
を
巡
察
す
る
執
金
吾
と
は
異
な
り
、

宮
城
の
門
の
警
備
や
そ
の
內
部
の
巡
察
を
主
な
職
掌
と
し
た）

（1
（

。
朙
帝
の
遺
詔
は
、

宮
城
の
宿
衞
を
馬
廖
に
委
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

兩
漢
代
に
は
集
議
と
呼
ば
れ
る
皇
帝
の
諮
問
會
議
が
開
催
さ
れ
、
皇
帝
臨
席

の
も
と
百
官
を
招
集
し
て
行
わ
れ
る
「
大
議
」、
皇
帝
と
三
公
（
太
尉
・
司
徒
・
司

空
）・
九
卿
（
太
常
・
光
祿
勳
・
衞
尉
・
太
僕
・
廷
尉
・
大
鴻
臚
・
宗
正
・
大
司
農
・
少

府
）
が
參
加
す
る
「
公
卿
議
」
な
ど
が
あ
っ
た
。「
大
議
」
は
朝
堂
（
洛
陽
城
の
南

宮
の
南
宮
歬
殿
に
鄰
接
）
な
ら
び
に
百
官
朝
會
殿
（
南
宮
の
東
門
の
外
に
あ
る
三
公
の

官
衙
の
う
ち
司
徒
府
に
付
設
）
に
て
、「
公
卿
議
」
は
朝
堂
に
て
開
催
さ
れ
た）

（1
（

。
衞

尉
を
本
官
と
す
る
馬
廖
は
、
こ
れ
ら
の
集
議
に
參
加
し
、
政
策
案
の
作
成
・
審
議

に
た
ず
さ
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
廖
列
傳

に
、
馬
廖
の
衞
尉
在
任
時
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

時
に
（
馬
）
皇
太
后
、
躬
ら
節
儉
を
履
み
、
事
は

約
に
從
う
。（
馬
）
廖
、

美
業
の
終
え
難
き
を
慮
り
、
長
樂
宮
に
上
疏
し
、
以
て
德
政
を
成
す
こ
と
を

勸
め
て
曰
く
、「
…
…
今
、
陛
下
は
躬
ら
厚
繒
を
服
し
て
、
華
餝
を
斥
去
し
、

素

は
安
ん
ず
る
所
に
し
て
、
聖
性
よ
り
發
す
。
此
れ
誠
に
上
は
天
心
に
合



後
漢
章
帝
の
統
治
と
宗
室
・
外
戚

三
九

『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
廖
列
傳
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
馬
）
太
后
、
崩
じ
て
後
、
馬
氏
、
埶
を
失
う
。（
馬
）
廖
、
性
、
寬
緩
に
し

て
、
子
孫
を
敎
勒
す
る
こ
と
能
わ
ず
。（
馬
）
豫
、
遂
に
投
書
し
て
怨
誹
す
。

又
た
（
馬
）
防
・（
馬
）
光
、
奢
侈
し
、
好
み
て
黨
與
を
樹
つ
。（
建
初
）
八
年
、

㊒
司
、
豫
を
免
じ
、
廖
・
防
・
光
を
遣
わ
し
て
封
に
就
か
し
む
こ
と
を
奏
す
。

豫
、
廖
に
隨
い
て
歸
國
し
、
考
擊
せ
ら
れ
物
故
す
。
後
に
詔
し
て
廖
を
京
師

に
還
す
。

馬
豫
は
馬
太
后
の
崩
御
後
に
馬
氏
一
族
が
權
勢
を
失
っ
た
こ
と
に
關
し
て
怨
言
を

投
書
し
、
そ
の
こ
と
が
罪
に
問
わ
れ
た
。
馬
防
と
そ
の
兄
弟
は
、
莫
大
な
㊮
產
を

蓄
え
て
大
規
模
な
邸
宅
を
構
え
、
杜
篤
ら
⻝
客
を
養
い
、
馬
を
多
く
牧
畜
す
る
と

と
も
に
、
羌
人
か
ら
徵
稅
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
章
帝
は
そ
う
し
た
振
る
舞
い
に

對
し
て
し
ば
し
ば
「
譴
勑
」
を
加
え
、
馬
防
ら
に
規
制
を
設
け
た
。
そ
の
た
め
に

馬
氏
一
族
の
權
勢
が
衰
え
た
と
い
う
（『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
防
列
傳
）。
馬
豫

の
投
書
は
、
こ
う
し
た
狀
況
を
背
景
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
得
る
。

　

か
く
し
て
馬
氏
一
族
は
一
齊
に
免
官
さ
れ
、
國
政
の
中
樞
か
ら
排
除
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
歬
揭
『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
廖
列
傳
に
見
え
る
通
り
、
章

帝
は
後
に
馬
廖
を
洛
陽
に
召
還
し
て
い
る
。
馬
光
に
つ
い
て
も
特
進
を
再
び
加
え
、

そ
の
子
た
る
馬
康
を
黃
門
侍
郞
に
任
用
し
た
（『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
防
列
傳
）。

章
帝
は
馬
氏
一
族
を
免
官
し
た
後
も
、
彼
ら
を
國
政
に
復
歸
さ
せ
る
機
會
を
う
か

が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
章
帝
は
馬
氏
一
族
を
か
つ
て
の
よ
う
に
九
卿
に
任
用
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
と
し
て
、『
後
漢

書
』
卷
二
四
馬
援
列
傳
附
馬
嚴
列
傳
に
㊟
目
さ
れ
る
。

（
建
初
）二
年
、陳
留
太
守
を
拜
す
。（
馬
）嚴
、職
に
之
く
に
當
た
り
、乃
ち（
章
）

帝
に
言
い
て
曰
く
、「
昔
、顯
親
侯
竇
固
は
先
帝
を
誤
ら
せ
て
西
域
に
出
兵
し
、

け
繼
が
せ
る
意
圖
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
馬
防
を
新
た
に
光
祿
勳
に

任
用
し
た
こ
と
は
、
宮
城
の
宿
衞
を
馬
氏
一
族
に
引
き
續
き
委
ね
る
意
思
を
示
し

た
も
の
と
み
な
し
得
る
。

　

馬
防
の
車
騎
將
軍
在
任
時
に
つ
い
て
、
廖
伯
源
氏
は
、
㊒
事
に
は
出
征
し
、
平

時
に
は
洛
陽
城
に
て
國
政
に
參
與
し
た
と
す
る）

（1
（

。
だ
が
、
こ
の
時
朞
に
馬
防
が
國

政
に
た
ず
さ
わ
っ
た
樣
子
は
、
後
漢
に
關
す
る
史
書
中
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。

た
だ
し
、
建
初
五
年
の
迎
氣
樂
の
施
行
に
つ
い
て
、『
隋
書
』
卷
一
五
音
樂
志
下

所
載
の
牛
弘
ら
の
詳
議
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

按
ず
る
に
、東
觀
書
馬
防
傳
に
、「
大
豫
丞
鮑
鄴
等
、作
樂
の
事
を
上
り
、（
馬
）

防
に
下
す
。
防
、奏
言
す
ら
く
、「
建
初
二
年
七
⺼
、鄴
、上
言
す
ら
く
、「
…
…

十
二
⺼
の
均
を
作
り
、
各
〃
其
の
⺼
氣
に
應
ず
べ
し
。
公
卿
、
朝
會
し
、
⺼

律
を
聞
く
こ
と
を
得
る
は
、
乃
ち
能
く
天
に
感
じ
、
和
氣
、
宜
し
く
應
ず
べ

し
」
と
。
詔
し
て
太
常
に
下
し
焉
を
評
せ
し
む
。
太
常
、
上
言
す
ら
く
、「
樂

器
を
作
る
は
直
錢
百
四
十
六
萬
な
り
」
と
。
奏
、
寢
む
。
今
、
朙
詔
、
復
た

下
る
。
臣
防
、
以
爲
え
ら
く
、
上
天
の
朙
時
を
須
ち
て
、
歲
首
の
嘉
⺼
に
因

り
、
太
簇
の
律
を
發
し
て
、
雅
頌
の
音
を
奏
し
、
以
て
和
氣
を
迎
う
べ
し
。

其
の
條
貫
、
甚
だ
具
わ
る
」
と
。
遂
に
獨
り
施
行
す
。
十
⺼
よ
り
起
こ
し
、

迎
氣
の
樂
を
爲
す
」
と
。

牛
弘
ら
が
引
用
す
る
『
東
觀
漢
記
』
馬
防
傳
に
よ
れ
ば
、
大
豫
丞
鮑
鄴
は
均
を
作

製
し
て
音
樂
を
⺼
律
に
基
づ
き
奏
で
る
よ
う
上
言
し
た
。
章
帝
は
そ
の
上
言
を
光

祿
勳
に
在
任
す
る
馬
防
に
下
げ
渡
し
、
こ
れ
に
對
し
て
馬
防
は
上
奏
し
て
鮑
鄴
の

意
見
に
贊
同
し
た
。
章
帝
は
馬
防
を
特
に
信
任
し
、
か
つ
て
の
馬
廖
と
同
じ
く
諮

問
の
對
象
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
建
初
八
年
、
步
兵
校
尉
馬
豫
（
馬
廖
の
子
）
が
罪
に
問
わ
れ
、
特

進
馬
廖
・
馬
防
、
お
よ
び
衞
尉
馬
光
も
免
官
さ
れ
就
國
し
た
。
そ
の
顚
末
は
、
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三
年
に
皇
后
に
册
立
さ
れ
た
。

　

竇
皇
后
に
は
、
兄
の
竇
憲
、
弟
の
竇
篤
・
竇
景
・
竇
瓌
が
い
た
。
竇
憲
は
妹
が

皇
后
に
册
立
さ
れ
る
に
と
も
な
い
郞
に
任
用
さ
れ
、
侍
中
・
虎
賁
中
郞
將
に
轉
任

し
た
。
竇
篤
も
ま
た
黃
門
侍
郞
に
任
用
さ
れ
た
。
こ
の
當
時
の
竇
憲
ら
に
つ
い
て
、

『
後
漢
書
』
竇
融
列
傳
附
竇
憲
列
傳
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

兄
弟
、
親
幸
せ
ら
れ
、
竝
び
に
宮
省
に
侍
る
。
賞
賜
、
累
積
し
、
寵
貴
、
日
〃

盛
ん
に
し
て
、
王
・
主
よ
り
陰
・
馬
の
諸
家
に
及
ぶ
ま
で
、
畏
憚
せ
ざ
る
莫

し
。（
竇
）
憲
、
宮
掖
の
聲
埶
を
恃
み
、
遂
に
賤
直
を
以
て
請
い
、
沁
水
公

主
の
園
田
を
奪
う
。
主
、
逼
畏
し
、
敢
て
計
ら
ず
。
後
に
肅
宗
、
駕
し
て
出

で
園
を
過
ぎ
、
指
し
以
て
憲
に
問
う
。
憲
、
陰
喝
し
て
對
う
る
を
得
ず
。
後

に
發
覺
し
、（
章
）
帝
、
大
い
に
怒
り
、
憲
を
召
し
切
責
し
て
曰
く
、「
深
く

歬
過
を
思
え
。
主
の
田
園
を
奪
い
し
時
、
何
ぞ
用
て
趙
高
の
鹿
を
指
し
て
馬

と
爲
す
に
愈
ら
ん
。
久
し
く
人
を
し
て
驚
怖
せ
し
む
る
を
念
え
。
…
…
國
家
、

憲
を
弃
つ
る
こ
と
孤
雛
・
腐
鼠
の
如
き
の
み
」
と
。
憲
、
大
い
に
震
懼
す
。

（
竇
）
皇
后
、爲
に
毀
服
し
て
深
謝
す
。
良
や
久
し
く
し
て
乃
ち
解
け
る
を
得
、

田
を
以
て
主
に
還
さ
し
む
。
其
の
罪
を
繩
さ
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
亦
た
授

く
る
に
重
任
を
以
て
せ
ず
。

竇
憲
と
そ
の
兄
弟
は
「
宮
省
」
こ
と
禁
中
（
省
闥
と
い
う
門
を
出
入
口
と
す
る
一
定

の
區
域
の
建
物
群
。
皇
帝
の
生
活
空
閒
。
後
漢
で
は
洛
陽
城
の
北
宮
・
南
宮
の
內
部
に
所

在
）
に
近
侍
し）

（1
（

、
章
帝
の
寵
愛
を
受
け
、
そ
の
權
勢
は
諸
侯
王
・
公
主
や
陰
氏

（
光
武
帝
の
皇
后
で
朙
帝
の
實
母
た
る
陰
皇
后
の
一
族
）・
馬
氏
も
畏
れ
憚
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
竇
憲
の
本
官
た
る
侍
中
は
「
顧
問
應
對
」
を
職
掌
と
す
る
側
近
官
で
、
皇

帝
の
諮
問
に
對
し
て
口
頭
で
進
言
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
和
帝
の
永
元
四
年
（
九

二
）
ま
で
は
禁
中
に
宿
衞
し
て
い
た
（『
續
漢
書
』
百
官
志
三
の
劉
昭
㊟
引
後
漢
・
蔡

質
『
漢
官
典
職
儀
式
選
用
』））

11
（

。
章
帝
は
竇
憲
が
諮
問
に
應
じ
る
形
で
自
分
に
よ
る
統

伊
吾
盧
に
屯
を
置
き
、
費
を
煩
わ
し
益
無
し
。
又
た
竇
勳
、
誅
を
受
く
。
其

の
家
、
宜
し
く
京
師
に
親
近
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
是
の
時
、
勳
の
女
、
皇
后

と
爲
り
、
竇
氏
、
方
に
寵
あ
り
。
時
に
嚴
の
言
を
側
聽
す
る
者
㊒
り
、
以
て

竇
憲
の
兄
弟
に
吿
ぐ
。
是
れ
に
由
り
て
權
貴
の
心
を
失
う
。

馬
嚴
は
、
馬
余
（
馬
援
の
兄
）
の
子
で
、
馬
太
后
の
從
兄
弟
に
あ
た
る
。
右
の
記

事
に
よ
れ
ば
、
馬
嚴
は
陳
留
太
守
と
し
て
赴
任
す
る
に
あ
た
り
、
章
帝
に
竇
氏
一

族
を
遠
ざ
け
る
よ
う
進
言
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
馬
嚴
は
、
竇
氏
一
族
の
怨
み
を
買

っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
は
、
太
中
大
夫
を
經
て
將
作
大
匠
に
轉
任
し
た
後
、
建

初
七
年
に
罪
に
問
わ
れ
て
免
官
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
樣
子
に
つ
い
て
、『
後
漢

書
』
馬
援
列
傳
附
馬
嚴
列
傳
に

（
建
初
）
七
年
、
復
た
事
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
る
。
後
に
既
に
し
て
竇
氏
の
忌

む
所
と
爲
り
、
遂
に
復
た
位
に
在
ら
ず
。

と
あ
り
、
馬
嚴
は
竇
氏
一
族
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
た
め
、
再
び
任
用
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
か
か
る
馬
嚴
の
政
治
的
な
立
場
を
踏
ま
え
る
と
、
馬
氏
と
竇
氏
は

一
定
の
緊
張
關
係
に
あ
っ
た
と
み
な
し
得
る
。
し
か
ら
ば
、
馬
氏
一
族
の
國
政
へ

の
復
歸
が
必
ず
し
も
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
馬
氏
と
竇
氏
が
對
峙
す

る
中
央
政
府
の
狀
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
章
帝
と
竇
氏

　

竇
氏
は
司
隸
扶
風
平
陵
縣
を
本
貫
と
し
、
後
漢
建
國
の
功
臣
た
る
竇
融
の
後
裔

に
あ
た
る
。
竇
融
の
子
た
る
竇
穆
は
內
黃
公
主
（
父
は
不
詳
）
を
、
そ
の
子
た
る

竇
勳
は
比
陽
公
主
を
娶
っ
た
。
ま
た
、
竇
融
の
甥
た
る
竇
固
（
竇
友
の
子
）
は
涅

陽
公
主
（
光
武
帝
の
皇
女
）
を
娶
っ
て
い
た
。
竇
穆
は
朙
帝
朞
に
贈
賄
の
罪
に
問

わ
れ
て
本
貫
に
戾
さ
れ
平
陵
獄
に
て
獄
死
し
、
竇
勳
も
ま
た
洛
陽
獄
に
て
獄
死
し

た
。
そ
の
後
、
竇
勳
の
娘
は
馬
太
后
に
見
出
さ
れ
て
章
帝
の
貴
人
と
な
り
、
建
初



後
漢
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帝
の
統
治
と
宗
室
・
外
戚

四
一

治
を
輔
佐
す
る
こ
と
を
朞
待
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
右
の
竇
憲
列
傳
に
よ
れ
ば
、
竇
憲
が
沁
水
公
主
（
朙
帝
の
皇
女
）

の
園
田
を
奪
っ
た
こ
と
が
發
覺
す
る
と
、
章
帝
は
激
怒
し
、
竇
憲
を
叱
責
し
た
。

竇
皇
后
が
謝
罪
し
、
竇
憲
も
ま
た
園
田
を
沁
水
公
主
に
﨤
還
し
た
た
め
罪
に
問
わ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
、
章
帝
は
竇
憲
に
「
重
任
」
を
授
け
な
か

っ
た
と
い
う
。
竇
憲
列
傳
に
對
應
す
る
『
後
漢
紀
』
卷
一
一
章
帝
紀
上
・
建
初
三

年
條
に
は
、
沁
水
公
主
の
園
田
を
奪
っ
た
竇
憲
に
章
帝
が
譴
責
を
加
え
た
後
の
樣

子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
竇
）
皇
后
、
毀
服
し
て
謝
す
。
良
や
久
し
く
し
て
乃
ち
解
く
。
是
れ
に
由

り
て
（
章
）
帝
、大
い
に
受
く
る
に
位
を
以
て
せ
ず
。
唯
だ
（
竇
）
憲
、侍
中
・

虎
賁
郞
將
に
至
り
、（
竇
）
篤
・（
竇
）
景
・（
竇
）
瓌
、
皆
な
黃
門
郞
の
み
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
章
帝
が
竇
憲
ら
に
「
位
」
を
授
け
る
こ
と
は
な
く
、
竇
憲

は
侍
中
・
虎
賁
中
郞
將
（「
虎
賁
郞
將
」）
に
昇
進
し
た
に
過
ぎ
ず
、
竇
篤
・
竇
景
・

竇
瓌
も
ま
た
黃
門
郞
に
任
用
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
竇
憲
列
傳
に

お
い
て
章
帝
が
竇
憲
に
授
け
な
か
っ
た
「
重
任
」
と
は
、
侍
中
・
虎
賁
中
郞
將
よ

り
も
上
位
の
官
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
具
體
的
な
官
名
は
史
書
中
に
朙
記

さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
當
時
、
馬
氏
一
族
が
九
卿
を
歷
任
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
九
卿
以
上
の
官
が
該
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
右
の
『
後

漢
紀
』
と
竇
憲
列
傳
の
記
事
は
、
竇
憲
の
本
官
た
る
侍
中
・
虎
賁
中
郞
將
の
職
掌

の
重
要
性
を
損
う
も
の
で
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
章
帝
が
竇
憲
の

さ
ら
な
る
昇
進
を

ん
で
い
な
か
っ
た
樣
子
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、『
後
漢
書
』
卷
四
一
第
五
倫
列
傳
に

諸
馬
の
罪
を
得
て
國
に
歸
る
に
及
び
、而
し
て
竇
氏
、始
め
て
貴
し
。（
第
五
）

倫
、
復
た
上
疏
し
て
曰
く
、「
…
…
伏
し
て
見
る
に
、
虎
賁
中
郞
將
竇
憲
は
、

椒
房
の
親
に
し
て
、
禁
兵
を
典
司
し
、
省
闥
に
出
入
し
、
年
は
盛
ん
に
し
て

志
は
美
し
く
、
卑
謙
に
し
て
善
を
樂
し
む
。
此
れ
誠
に
其
の
士
を
好
み
て
交

結
す
る
の
方
な
り
。
然
れ
ど
も
諸
〃
の
貴
戚
に
出
入
す
る
者
、
類
ね
瑕
釁
禁

錮
の
人
多
く
、
尤
も
守
約
安
貧
の
節
少
な
し
。
士
大
夫
の
志
無
き
の
徒
、
更
〃

相
い
販
賣
し
、
其
の
門
に
雲
集
す
。
…
…
詖
險
し
て
埶
に
趣
く
の
徒
、
誠
に

親
近
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
」
と
。

と
あ
り
、
馬
氏
一
族
の
一
齊
免
官
後
、
虎
賁
中
郞
將
竇
憲
が
禁
兵
を
つ
か
さ
ど
り
、

禁
中
の
門
た
る
省
闥
に
出
入
し
て
い
た
と
い
う
。
竇
憲
が
虎
賁
中
郞
將
在
任
時
に

侍
中
を

任
し
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
章
帝
は
彼
を
昇
進
さ
せ
な
か
っ
た

も
の
の
、
侍
中
の
職
掌
に
基
づ
き
、
諮
問
へ
の
應
對
を
禁
中
の
內
部
に
お
い
て
引

き
續
き
擔
當
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、
竇
固
は
朙
帝
朞
に
中
郞
將
に
就
任
し
た
が
、
竇
穆
に
連
座
し
て
免
官
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
奉
車
都
尉
に
任
用
さ
れ
、
北
匈
奴
征
伐
に
從
事
し
て
戰
功
を
擧

げ
、
車
師
を
降
し
た
。
章
帝
が
帝
位
を
繼
承
す
る
と
、『
後
漢
書
』
卷
二
三
竇
融

列
傳
附
竇
固
列
傳
に

肅
宗
、

位
す
る
や
、（
涅
陽
）
公
主
の
修
勑
に
し
て
慈
愛
あ
り
、
累
世
、
崇

重
な
る
を
以
て
、
長
公
主
を
加
號
し
、
邑
三
千
戶
を
增
す
。（
竇
）
固
を
徵

し
て
魏
應
に
代
え
て
大
鴻
臚
と
爲
す
。（
章
）
帝
、
其
の
邊
事
に
曉
習
す
る

を
以
て
、
每
に
訪
及
を
被
る
。
建
初
三
年
、
歬
功
を
追
錄
し
、
邑
一
千
三
百

戶
を
增
す
。
七
年
、
馬
防
に
代
わ
り
て
光
祿
勳
と
爲
る
。
朙
年
、
復
た
馬
防

に
代
わ
り
て
衞
尉
と
爲
る
。

と
あ
る
ご
と
く
大
鴻
臚
（
九
卿
の
ひ
と
つ
）
に
昇
進
し
た
。
こ
の
時
、
竇
固
は
邊

境
の
事
情
に
朙
る
い
こ
と
か
ら
、
章
帝
よ
り
常
に
諮
問
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
建
初
七
年
に
馬
防
の
後
任
と
し
て
光
祿
勳
に
、
建
初
八
年
に
は
「
馬
防
」
の

後
任
と
し
て
衞
尉
に
轉
任
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
錢
大
昭
『
後
漢
書
辨
疑
』
卷

五
は
「「
馬
防
」
は
當
に
「
馬
光
」
に
作
る
べ
し
」
と
述
べ
、
竇
固
列
傳
に
見
え
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る
「
馬
防
」
を
「
馬
光
」
の
誤
り
と
す
る
。
馬
防
は
建
初
七
年
に
光
祿
勳
の
官
を

﨤
上
し
、
特
進
を
加
え
ら
れ
就
第
し
た
（『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
附
馬
防
列
傳
）。
ま

た
、
馬
光
は
建
初
八
年
に
衞
尉
を
免
官
さ
れ
て
就
國
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

錢
大
昭
の
說
に
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

先
述
し
た
通
り
、
馬
廖
は
衞
尉
に
昇
進
す
る
に
あ
た
り
、
朙
帝
よ
り
宮
城
の
宿

衞
を
擔
う
よ
う
遺
詔
を
受
け
、
馬
光
は
馬
廖
の
役
割
を
受
け
繼
ぐ
た
め
に
、
衞
尉

に
任
用
さ
れ
た
。
他
方
、
竇
固
は
、『
太
平
御
覽
』
卷
二
三
〇
・
衞
尉
卿
條
引
司

馬
彪
『
續
漢
書
』
に

竇
固
、
字
は
孟
孫
。
衞
尉
卿
と
爲
り
、
兩
宮
に
宿
衞
し
、
當
時
に
重
ん
ぜ
ら

る
。
仁
厚
謙
恭
に
し
て
、
甚
だ
名
稱
㊒
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
衞
尉
に
轉
任
し
た
後
に
「
兩
宮
」
つ
ま
り
洛
陽
城
の
北
宮
・
南

宮
の
宿
衞
を
擔
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
竇
固
が
衞
尉
在
任
時
に
擔
っ
た
役
割
は
、

馬
氏
一
族
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
章
帝
は
馬
氏
一
族
の
一
齊
免
官

に
と
も
な
い
、
彼
ら
が
擔
っ
て
い
た
役
割
を
竇
固
に
代
行
さ
せ
る
た
め
に
衞
尉
に

轉
任
さ
せ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
章
帝
・
外
戚
と
宋
氏

　

宋
氏
は
司
隸
扶
風
平
陵
縣
を
本
貫
と
し
、
歬
漢
第
五
代
の
文
帝
（
在
位
：
歬
一

八
〇
～
歬
一
五
七
）
に
仕
え
た
宋
昌
の
後
裔
に
あ
た
る
。
宋
氏
と
馬
氏
は
姻
戚
關

係
に
あ
り
、
宋
楊
は
馬
太
后
の
從
伯
叔
父
に
あ
た
る
。
當
初
は
州
郡
の
命
令
に
應

じ
ず
出
仕
し
な
か
っ
た
が
、
娘
の
宋
貴
人
が
產
ん
だ
劉
慶
が
建
初
四
年
に
皇
太
子

に
册
立
さ
れ
る
と
、
議
郞
に
任
用
さ
れ
た
。
議
郞
は
「
顧
問
應
對
」
を
職
掌
と
す

る
側
近
官
で
、
歬
殿
（
皇
帝
の
主
た
る
執
務
場
所
。
後
漢
で
は
洛
陽
城
の
北
宮
・
南
宮

の
內
部
に
所
在
）
に
出
入
し
、
皇
帝
の
諮
問
に
對
し
て
口
頭
で
進
言
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
て
い
た）

1（
（

。
章
帝
は
馬
氏
・
竇
氏
に
加
え
て
宋
氏
に
も
諮
問
へ
の
應
對
を
委

ね
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

建
初
七
年
六
⺼
に
皇
太
子
劉
慶
が
廢
位
さ
れ
て
宋
貴
人
が
自
殺
す
る
と
、
宋
楊

は
免
官
さ
れ
本
貫
に
戾
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
捕
縛
さ
れ
て
罪
に
問
わ
れ
そ
う
に
な

る
が
、
歬
の
懷
令
張
峻
と
左
馮
翊
劉
均
の
執
り
成
し
に
よ
り
罪
を
免
れ
た
。
し
か

し
、
宋
楊
は
憔
悴
し
、
自
邸
に
て
死
去
し
た
（『
後
漢
書
』
章
帝
八
王
傳
）。
こ
こ
で

は
、
皇
太
子
廢
位
に
と
も
な
い
排
斥
さ
れ
た
宋
氏
が
馬
氏
と
姻
戚
關
係
を
結
ん
で

い
た
點
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
四
）
章
帝
・
外
戚
と
梁
氏

　

梁
氏
は
涼
州
安
定
郡
烏
氏
縣
を
本
貫
と
し
、
後
漢
建
國
の
功
臣
た
る
梁
統
の
後

裔
に
あ
た
る
。
梁
統
の
子
た
る
梁
松
は
舞
陰
公
主
（
光
武
帝
の
皇
女
）
を
娶
っ
た
が
、

朙
帝
朞
に
な
る
と
郡
縣
に
「
請
託
」
し
た
罪
に
問
わ
れ
て
免
官
さ
れ
、
そ
の
後
に

獄
死
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
梁
松
の
弟
た
る
梁
竦
・
梁
恭
は
交
州
九
眞
郡
に

遷
徙
さ
れ
た
。
後
に
梁
竦
は
本
貫
に
戾
さ
れ
た
が
、
辟
召
に
應
じ
ず
出
仕
し
な
か

っ
た
。
梁
竦
の
娘
た
る
梁
貴
人
が
皇
子
劉
肈
を
產
む
と
、
先
述
し
た
ご
と
く
、
竇

皇
后
は
劉
肈
を
自
分
の
子
と
し
て
養
育
し
た
。

　
『
後
漢
書
』
卷
三
四
梁
統
列
傳
附
梁
竦
列
傳
に
、
梁
貴
人
が
劉
肈
を
產
ん
だ
後

の
こ
と
と
し
て

竇
皇
后
、養
い
以
て
子
と
爲
す
に
、而
る
に（
梁
）竦
の
家
、私
か
に
相
い
慶
ぶ
。

後
に
諸
竇
、
之
を
聞
き
、
梁
氏
の
志
を
得
て
、
終
に
爲
に
己
を
害
せ
ん
こ
と

を
恐
る
。
建
初
八
年
、
遂
に
譖
り
て
二
貴
人
を
殺
し
、
而
し
て
竦
等
を
陷
れ

る
に
惡
逆
を
以
て
す
。
詔
し
て
漢
陽
太
守
鄭
據
を
し
て
竦
の
罪
を
傳
考
せ
し

む
。
獄
中
に
死
す
。
家
屬
も
復
た
九
眞
に
徙
さ
る
。
辭
語
、
舞
陰
公
主
に
連

及
し
、
坐
し
て
新
城
に
徙
さ
る
。
使
者
、
護
守
す
。
宮
省
の
事
、
密
な
れ
ば
、

和
帝
の
梁
氏
の
生
む
と
こ
ろ
な
る
を
知
る
者
㊒
る
莫
し
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
竇
皇
后
と
そ
の
一
族
は
、
梁
氏
一
族
が
自
分
た
ち
に
危
害
を
加

え
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
し
て
、
建
初
八
年
に
梁
貴
人
を
誹
謗
し
て
殺
害
し
、
梁

竦
ら
に
つ
い
て
は
「
惡
逆
」
を
理
由
に
罪
に
陷
れ
た
。
梁
竦
は
獄
死
し
、
そ
の
家

族
は
九
眞
郡
に
、
舞
陰
公
主
は
司
隸
河
南
尹
新
城
縣
に
遷
徙
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

和
帝
が
梁
貴
人
の
子
で
あ
る
こ
と
は
祕
匿
さ
れ
た
と
い
う
。

第
四
節
　
皇
太
子
廢
位
後
に
お
け
る
統
治
體
制

　

歬
節
ま
で
に
確
認
し
た
通
り
、
章
帝
は
帝
位
繼
承
當
初
よ
り
外
戚
を
國
政
に
積

極
的
に
參
與
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
馬
氏
一
族
を
九
卿
に
任
用
し
、
朙
帝
の
遺

詔
に
基
づ
き
宮
城
の
宿
衞
を
擔
わ
せ
る
と
と
も
に
、
國
政
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。

ま
た
、
竇
氏
一
族
・
宋
氏
一
族
を
九
卿
・
側
近
官
（
侍
中
・
議
郞
）
に
任
用
し
た
。

章
帝
は
馬
氏
を
主
軸
と
す
る
外
戚
お
よ
び
側
妾
の
一
族
を
任
用
し
、
禁
中
の
外
部

を
中
心
に
自
分
を
輔
佐
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
章
帝
の
帝
位
繼
承
當
初
は
、
宗
室
が

朙
帝
朞
か
ら
引
き
續
き
不
穩
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
章
帝
は
宗
室

に
對
し
て
硬
軟
兩
樣
の
姿
勢
で
臨
む
と
と
も
に
、
外
戚
お
よ
び
側
妾
の
一
族
に
依

據
す
る
こ
と
に
よ
り
、
統
治
の
安
定
を
圖
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
章
帝
は
建
初
七
年
に
皇
太
子
劉
慶
を
廢
位
し
、
そ
れ
と
連
動
し
て

宋
氏
一
族
を
免
官
し
た
。
ま
た
、
建
初
八
年
に
梁
氏
一
族
を
處
罰
し
、
さ
ら
に
同

年
に
馬
氏
一
族
を
一
齊
免
官
し
た
。
馬
氏
の
免
官
は
章
帝
の
規
制
に
よ
り
馬
氏
が

權
勢
を
失
っ
た
こ
と
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
皇
太
子
廢
位
後
に
章
帝
が

馬
氏
に
嚴
格
に
臨
ん
だ
背
景
に
は
、
馬
氏
と
宋
氏
の
姻
戚
關
係
が
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
た
可
能
性
を
想
定
し
得
る
。
か
く
し
て
竇
氏
一
族
の
勢
力
が
伸
張
す
る
に
と

も
な
い
、
竇
氏
に
對
抗
し
得
る
外
戚
お
よ
び
側
妾
の
一
族
は
ほ
ぼ
同
時
に
免
官
・

處
罰
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
劉
慶
・
劉
肈
の
實
母
の
一
族
と
そ
の
姻
族
が
沒
落

し
、
竇
皇
后
は
皇
太
子
劉
肈
の
後
見
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
た
。
歬
揭
『
後
漢

書
』
章
帝
八
王
傳
所
載
の
章
帝
の
詔
に
お
い
て
、
竇
皇
后
を
劉
肈
の
「
慈
母
」
と

み
な
し
て
肯
定
的
に
評
價
し
た
こ
と
は
、
當
時
に
お
け
る
彼
女
の
立
場
を
象
徵
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
竇
氏
一
族
と
對
峙
す
る
馬
氏
一
族
の
國
政
へ
の
復
歸
が
滯

っ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

も
と
よ
り
章
帝
は
、
帝
位
繼
承
當
初
よ
り
、
輔
佐
を
委
ね
る
べ
き
對
象
と
し
て

宗
室
を
位
置
づ
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
章
帝
は
皇
太
子
の
廢
位
に
と
も

な
い
、
宗
室
の
不
穩
な
動
き
を
抑
制
す
る
必
要
に
廹
ら
れ
て
い
た
。
章
帝
が
皇
太

子
廢
位
後
に
統
治
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
宗
室
に
對
し
て
融
和
的
な
措
置
を

講
じ
て
、
彼
ら
と
友
好
關
係
を
築
く
と
同
時
に
、
外
戚
に
輔
佐
を
委
ね
る
統
治
體

制
を
繼
續
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
章
帝
は
竇
氏
一
族
を
九
卿
・
側
近
官

（
侍
中
）
に
引
き
續
き
任
用
し
、
そ
れ
ま
で
馬
氏
一
族
が
擔
っ
て
い
た
宿
衞
の
任

を
代
行
さ
せ
る
と
と
も
に
、
諮
問
へ
の
應
對
を
擔
當
さ
せ
、
禁
中
の
內
部
を
中
心

に
自
分
を
輔
佐
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
章
帝
が
統
治
の
安
定
を
圖
る

た
め
に
、
外
戚
に
依
據
し
續
け
る
意
思
を
朙
確
に
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
章
帝
は
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
を
契
機
と
し
て
、
宗
室
に
對
す

る
硬
軟
兩
樣
の
姿
勢
を
改
め
、
融
和
的
な
姿
勢
に
轉
じ
た
。
そ
れ
と
連
動
す
る
形

で
、
國
政
運
營
の
重
心
を
禁
中
の
外
部
か
ら
そ
の
內
部
に
移
行
さ
せ
な
が
ら
も
、

外
戚
に
輔
佐
を
委
ね
る
統
治
體
制
を
繼
續
し
た
。
と
り
わ
け
外
戚
に
つ
い
て
、
當

初
は
嫡
母
型
の
馬
氏
を
國
政
運
營
の
主
軸
に
据
え
て
い
た
が
、
皇
太
子
廢
位
後
は

馬
氏
に
代
え
て
嫡
妻
型
の
竇
氏
に
依
據
し
た
。
皇
太
子
廢
位
は
、
皇
帝
が
輔
佐
を

委
ね
る
對
象
を
、
嫡
母
型
の
み
な
ら
ず
嫡
妻
型
に
も
廣
げ
る
契
機
と
な
っ
た
と
い

え
る
。
こ
の
嫡
妻
型
が
、
次
代
の
皇
帝
の
も
と
で
皇
太
后
が
臨
朝
す
る
と
、
今
度

は
嫡
母
型
と
し
て
國
政
に
參
與
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
朙
帝
は
宗
室
に
嚴
罰
を
も
っ
て
臨
み
、
ま
た
光
武
帝
と
同

樣
に
外
戚
を
抑
制
し
た
。
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
は
、
光
武
帝
・
朙
帝
の
統
治
方
針
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四

よ
り
脫
却
し
て
宗
室
に
對
す
る
嚴
格
な
姿
勢
を
轉
換
す
る
端
緖
で
あ
る
と
同
時
に
、

外
戚
に
よ
る
國
政
へ
の
參
與
を
促
す
重
要
な
出
來
事
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
は
、
宋
貴
人
に
對
し
て
章
帝
が
疑
念
を
抱
い
た

こ
と
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
光
武
帝
は
建
武
一
九
年
（
四
三
）
に
劉

彊
が
皇
太
子
位
の
﨤
上
を
請
願
し
た
こ
と
を
う
け
て
彼
を
廢
位
し
た
が
、
そ
れ
は

建
武
一
七
年
（
四
一
）
に
彼
の
實
母
た
る
郭
皇
后
（
光
武
帝
の
皇
后
）
を
廢
位
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
出
來
事
で
あ
っ
た
（『
後
漢
書
』
卷
二
九
郅
惲
列
傳
））

11
（

。
實
母
と
皇

帝
の
關
係
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
と
い
う
點
に
お
い
て
、
當
時
に
お
け
る
皇
太
子

の
地
位
は
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
太
子
劉
慶
の
廢

位
が
嫡
妻
型
に
よ
る
輔
佐
の
契
機
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
外
戚
が
勢
力
を

伸
張
さ
せ
た
背
景
に
は
、
廢
位
を
招
來
し
た
皇
太
子
の
不
安
定
な
地
位
が
あ
っ
た
、

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
章
帝
に
よ
る
統
治
の
內
容
に
つ
い
て
、
章
帝
と
宗
室
・
外
戚
の
關

係
に
㊟
目
し
て
檢
討
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
和
帝
朞
以
降
に
外
戚
が
國
政
に
參

與
し
て
專
權
を
振
る
う
に
至
っ
た
政
治
的
な
背
景
を
檢
證
し
た
。

　

本
稿
の
檢
證
結
果
か
ら
は
、
帝
位
繼
承
當
初
よ
り
外
戚
を
積
極
的
に
國
政
に
參

與
さ
せ
、
そ
の
方
針
を
皇
太
子
劉
慶
の
廢
位
後
も
繼
續
し
よ
う
と
す
る
章
帝
の
政

治
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
ら
ば
、
皇
太
子
廢
位
は
、
外
戚
が
皇
帝

の
輔
佐
を
擔
う
立
場
を
確
立
し
て
い
く
重
要
な
通
過
點
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

か
つ
て
筆
者
は
、
正
統
性
に
不
安
を
抱
え
る
朙
帝
が
宗
室
に
輔
佐
を
委
ね
よ
う

と
し
た
も
の
の
、
そ
の
方
策
が
挫
折
し
た
こ
と
に
よ
り
、
外
戚
が
宗
室
に
代
わ
っ

て
國
政
に
參
與
す
る
事
態
を
招
い
た
こ
と
を
檢
證
し
た
。
そ
し
て
、
外
戚
の
專
權

の
遠
因
と
し
て
、
光
武
帝
の
繼
嗣
問
題
に
と
も
な
い
朙
帝
の
正
統
性
が
動
搖
し
た

點
を
想
定
し
た）

11
（

。
本
稿
の
檢
證
結
果
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
外
戚
の
專
權
を
招
來

し
た
よ
り
直
接
的
な
要
因
は
、
章
帝
の
繼
嗣
問
題
に
と
も
な
い
和
帝
（
皇
太
子
劉

肈
）
の
正
統
性
が
動
搖
し
た
點
に
求
め
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
章
帝
は
統
治
の
安
定
を
圖
る
に
あ
た
り
、
外
戚
に
輔
佐
を
委
ね
る
體
制

を
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
和
帝
朞
に
竇
氏
が
權
勢
を
振
る
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
か
か
る
統
治
體
制
は
外
戚
の
專
權
を
招
き
、
次
代
以
降
の
皇
帝
の
權
力
を
相

對
化
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る）

11
（

。
光
武
帝
・
章
帝
の
繼
嗣
問
題
は
、
い
ず
れ
も
皇
太
子

を
廢
位
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
檢
證
し
た
よ
う
に
、
皇

太
子
の
不
安
定
な
地
位
が
そ
の
廢
位
を
招
來
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
後

漢
の
皇
帝
支
配
が
衰
退
し
た
主
要
な
要
因
は
、
皇
太
子
の
地
位
を
含
め
て
帝
位
繼

承
制
度
が
未
成
熟
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
皇
帝
の
權
威
を
安
定
的
に
維
持
し
得
な
か

っ
た
點
に
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
事
柄
を
よ
り
詳
し
く
檢
證
す
る
た
め
に
は
、
和
帝
が
章
帝
か
ら
帝
位
を

繼
承
し
た
後
に
ど
の
よ
う
に
統
治
し
た
の
か
を
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
和
帝
朞

以
降
に
は
宦
官
が
國
政
に
參
與
し
、
し
ば
し
ば
專
權
を
振
る
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

事
態
を
生
み
出
し
た
政
治
的
な
背
景
の
解
朙
も
ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と

思
う
。

　

㊟
（
１
）　

李
學
銘
「
東
漢
外
戚
存
亡
與
洛
陽
北
宮
建
置
形
勢
的
關
係
」（『
中
國
學
人
』
一

九
七
〇-

一
、
一
九
七
〇
年
。
後
に
同
氏
『
東
漢
史
事
述
論
叢
稿
』、
萬
卷
樓
圖
書
、

二
〇
一
三
年
に
收
錄
）、
狩
野
直
禎
『
後
漢
政
治
史
の
硏
究
』（
同
朋
舍
出
版
、
一
九

九
三
年
、
三
五
七
～
四
九
三
頁
）、
渡
邉
義
浩
Ａ
『
後
漢
國
家
の
支
配
と
儒
敎
』（
雄

山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
、
二
七
一
～
三
二
五
頁
）、
東
晉
次
『
後
漢
時
代
の
政
治



後
漢
章
帝
の
統
治
と
宗
室
・
外
戚

四
五

二
四
頁
）。

（
10
）　

大
櫛
敦
弘
「
後
漢
時
代
の
行
幸
」（『
高
知
大
學
人
文
學
部
人
閒
文
化
學
科
人
文
科

學
硏
究
』
七
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
11
）　

㊟
（
10
）
大
櫛
歬
揭
論
文
。

（
12
）　

何
平
立
『
巡
狩
與
封
禪
―
封
建
政
治
的
文
化
軌
迹
―
』（
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
三
年
、

二
三
四
～
二
五
三
頁
）。

（
13
）　

㊟
（
９
）
陳
戍
國
歬
揭
書
（
三
四
四
～
三
五
一
頁
）。

（
14
）　

㊟
（
10
）
大
櫛
歬
揭
論
文
。

（
15
）　

後
漢
洛
陽
城
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
後
漢
政
治
制
度
の
硏
究
』（
早
稻
田

大
學
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
、
二
六
六
～
二
六
七
頁
）
所
載
の
槪
念
圖
（
圖
６-

２
）

を
參
照
。

（
16
）　

安
作
璋
・
熊
鐵
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
上
册
（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
四
年
、
一
二

九
～
一
三
五
頁
）、
楊
鴻
年
『
漢
魏
制
度
叢
考
』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、

二
一
～
二
六
頁
）。

（
17
）　

渡
邊
信
一
郞
『
天
空
の
玉
座
―
中
國
古
代
帝
國
の
朝
政
と
儀
禮
―
』（
柏
書
房
、

一
九
九
六
年
、
三
〇
～
三
四
・
五
八
～
六
四
頁
）。

（
18
）　

廖
伯
源
「
東
漢
將
軍
制
度
之
演
變
」（『
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
集
刊
』

六
〇-

一
、
一
九
八
九
年
。
後
に
同
氏
『
歷
史
與
制
度
―
漢
代
政
治
制
度
試
釋
―
』、

香
港
敎
育
圖
書
公
司
、
一
九
九
七
年
に
收
錄
）。

（
19
）　

禁
中
に
つ
い
て
は
、
靑
木
俊
介
「
漢
長
安
城
未
央
宮
の
禁
中
―
そ
の
領
域
的
考
察

―
」（『
學
習
院
史
學
』
四
五
、
二
〇
〇
七
年
）、
㊟
（
15
）
歬
揭
拙
著
（
五
九
～
六

八
頁
）
を
參
照
。

（
20
）　

㊟
（
15
）
歬
揭
拙
著
（
五
六
～
六
八
頁
）、
拙
稿
Ｂ
「
後
漢
に
お
け
る
側
近
官
の

再
編
」（『
東
方
學
』
一
三
〇
、
二
〇
一
五
年
）
を
參
照
。

（
21
）　

㊟
（
15
）
歬
揭
拙
著
（
五
六
～
六
八
頁
）、
㊟
（
20
）
歬
揭
拙
稿
Ｂ
を
參
照
。

（
22
）　

皇
太
子
劉
彊
の
廢
位
に
つ
い
て
は
、
㊟
（
３
）
歬
揭
拙
稿
Ａ
を
參
照
。

と
社
會
』（
名
古
屋
大
學
出
版
會
、
一
九
九
五
年
、
九
一
～
一
四
一
・
一
九
三
～
二

四
六
・
三
二
八
～
三
三
六
頁
）、
衞
廣
來
『
漢
魏
晉
皇
權
嬗
代
』（
書
海
出
版
社
、
二

〇
〇
二
年
、
三
六
～
六
〇
頁
）
な
ど
。

（
２
）　

下
倉
涉
「
供
養
と
宿
衞
―
あ
る
い
は
外
戚
當
權
な
る
事
象
が
漢
代
に
お
い
て
頻

出
す
る
要
因
の
一
斑
に
つ
い
て
―
」（『
東
洋
史
硏
究
』
八
〇-

四
、
二
〇
二
二
年
）。

ち
な
み
に
、
好
竝
隆
司
「
後
漢
朞
、
皇
帝
・
皇
太
后
の
政
治
と
儒
家
思
想
」（『
史
學

硏
究
』
二
五
六
、
二
〇
〇
七
年
。
後
に
同
氏
『
後
漢
魏
晉
史
論
攷
―
好
竝
隆
司
遺
稿

集
―
』、
溪
水
社
、
二
〇
一
四
年
に
收
錄
）、
平
松
朙
日
香
「
後
漢
時
代
の
太
后
臨
朝

と
そ
の
側
近
勢
力
」（『
東
洋
史
硏
究
』
七
二-

二
、
二
〇
一
三
年
）
は
、
臨
朝
時
に

お
け
る
皇
太
后
の
政
務
へ
の
關
わ
り
方
が
外
戚
の
勢
力
伸
張
の
如
何
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
、
と
理
解
し
て
い
る
。

（
３
）　

朙
帝
と
宗
室
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
Ａ
「
後
漢
朙
帝
の
帝
位
繼
承
と
宗
室
輔

政
」（『
就
實
大
學
史
學
論
集
』
三
四
、
二
〇
二
〇
年
）
を
參
照
。

（
４
）　

㊟
（
１
）
狩
野
歬
揭
書
（
一
九
六
～
二
〇
二
頁
）、
㊟
（
１
）
渡
邉
歬
揭
書
Ａ
（
二

七
一
～
二
七
二
頁
）、
㊟
（
１
）
東
歬
揭
書
（
四
三
～
六
〇
頁
）、
㊟
（
１
）
衞
廣
來

歬
揭
書
（
七
〇
～
九
一
頁
）
な
ど
。

（
５
）　

㊟
（
１
）
東
歬
揭
書
（
六
一
～
六
九
・
九
一
～
一
四
一
頁
）、
㊟
（
１
）
渡
邉
歬

揭
書
Ａ
（
七
五
～
八
六
・
二
七
一
～
三
二
五
頁
）、
渡
邉
義
浩
Ｂ
『
後
漢
に
お
け
る

「
儒
敎
國
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
三
三
～
六
九
・
七
一
～
九
四

頁
）。

（
６
）　

陳
蘇
鎭
「
論
東
漢
外
戚
政
治
」（『
北
大
史
學
』
一
五
、
二
〇
一
〇
年
。
後
に
同
氏

『
兩
漢
魏
晉
南
北
朝
史
探
幽
』、
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
に
收
錄
）、
吳
濤

『
漢
代
洛
陽
硏
究
』（
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
四
八
～
五
五
頁
）
な
ど
。

（
７
）　

稻
葉
一
郞
「
秦
始
皇
の
巡
狩
と
刻
石
」（『
書
論
』
二
五
、
一
九
八
九
年
）。

（
８
）　

角
谷
常
子
「
漢
文
景
朞
小
考
」（『
奈
良
史
學
』
二
三
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
９
）　

陳
戍
國
『
秦
漢
禮
制
硏
究
』（
湖
南
敎
育
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
二
一
九
～
二



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
五
集

四
六

（
23
）　

㊟
（
３
）
歬
揭
拙
稿
Ａ
を
參
照
。

（
24
）　

㊟
（
３
）
歬
揭
拙
稿
Ａ
、
拙
稿
Ｃ
「
後
漢
安
帝
の
親
政
と
そ
の
統
治
の
構
造
」（
早

稻
田
大
學
長
江
流
域
文
化
硏
究
所
編
『
中
國
古
代
史
論
集
―
政
治
・
民
族
・
術
數
―
』、

雄
山
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
所
收
）、
拙
稿
Ｄ
「
後
漢
順
帝
の
親
政
と
そ
の
統
治
の

展
開
」、『
史
滴
』
三
八
、
二
〇
一
六
年
）
を
參
照
。




